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ホットライン まちからのお知らせ、生活に関する制度について

小型家電リサイクル
　がスタートするみたいー。

レアメタルなどの鉱物資源
　の確保が目的だって！

最終処分場への埋立
　の減量化にもつながるよ！

住民環境課　環境対策係　☎ 476-1111（127）環境 住民環境課からのお知らせ
問

◆レアメタル・レアアースの回収にご協力ください【環境対策係】

　小型家電には、各種製品の製造に不可欠な素材であるレアメタル・レアアースと呼ばれる希少な資源が含

まれています。

　大崎町では、これらの再資源化を促進するため、平成25年２月から使用済小型家電の分別収集をはじめま

す。

　資源ゴミの回収日に専用のコンテナを設置しますのでご協力お願いします。

　対象となる小型家電は『コンセント又は電池を電源とする電子電気機器で、資源回収用コンテナに入るサ

イズのもの』です。

《廃棄する際の注意点》

◆コンテナに入らない大きな家電は粗大ゴミです。戸別回収をご利用ください。

◆使用済小型家電からは乾電池、蛍光灯、電球等は取り除いてください。

◆ビデオテープ、ＣＤ、ＭＤ、カセット、ＤＶＤ、ゲームソフト等は取り除いて、排出してください。

　ビデオテープ・ＭＤ・カセット・ゲームソフトは『一般ゴミ』です。

　ＣＤ・ＤＶＤは『資源ゴミ（プラスチック類）』です。

◆携帯電話やデジタルカメラなどの個人情報（電話帳、保存データなど）は消去してください。

◆テレビ（ブラウン管式、液晶、プラズマ）、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫は、家電リ

　サイクル対象機器です。廃棄される場合は、最寄りの家電販売店等に引き取りを依頼してください。

◆パソコン（本体、ディスプレイ、ノートパソコン）は、パソコンリサイクル対象品です。廃棄される際　

　は、最寄りの家電販売店又はパソコンメーカーにお申し込みください。

《今後のスケジュール》

◆平成25年２月～　資源ゴミ『小型家電』の分別収集の試行開始

　※２月から３月までの試行期間中は今までどおり一般ゴミで出された場合も回収します。

◆平成25年４月～　資源ゴミ『小型家電』の分別収集の本格実施

　※一般ゴミで出された場合は、違反ゴミとして取り扱います。

平成25年2月から使用済小型家電の分別収集をはじめます


